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国指定史跡名越切通保存管理計画策定にあたっ て

「 名越切通」 は「 和賀江嶋」 と と も に、 子市と 鎌倉市のふたつの行政界をま たいで存在し て

いる 国指定史跡であり ま す。 こ れら の史跡は中世都市鎌倉において、 その時代における 道路、 港湾

施設と いう 都市機能における 重要な意味合いを持つ社会資本である と いえま す。 ま た、 こ れは当時

の 子が、 鎌倉と 非常に密接な地域であったこ と を示し ており ま す。

「 名越切通」 は、 昭和 年度に切通路部分と 周辺の葬送遺構である やぐ ら 群が国指定史跡と なり

ま し たが、 当時は、 発掘調査によ る 具体的な遺構の分布や年代等の把握がなさ れずにおり ま し た。

その後、 指定地周辺で開発計画が持ち上がったこ と を受け、 昭和 年度には、 開発計画区域一帯に

おいて、 小規模な発掘調査を伴う 遺構分布調査を実施いたし ま し た。 こ の調査結果に基づき 、 指定

地の拡大によ る 遺構の保護を主目的と し た『 史跡名越切通保存管理計画』 が策定さ れ、 こ れを受け

昭和 年度には交通遺跡である 切通路の周辺一帯、 昭和 年度には防衛遺構である 大切岸と 回の

追加指定がなさ れており ま す。

当初の指定から 年の歳月の中で、 名越切通を巡っては、 さ ま ざま な社会状況の変化が生じ てま

いり ま し たが、 過去から 付託さ れた国民共有の財産である 文化財を、 適切な維持管理のも と に保存

し 、 公開に向けた積極的な取り 組みに着手すべく 、 こ のたび、 追加指定さ れた区域を含めた新たな

保存管理計画を策定する こ と と なり ま し た。 そのために、 平成 年度に「 国指定史跡名越切通保存

管理計画策定委員会」 を設置し 、 鶴見大学教授の石井進氏を 委員長と する 学識経験者及び地権者、

指定地隣接地住民、 行政関係部局の皆様に策定委員を委嘱し 、 ま た、 文化庁記念物課、 神奈川県教

育委員会、神奈川県横須賀土木事務所、鎌倉市教育委員会の助言を得て策定を進めてま いり ま し た。

策定委員会は、 年間に計 回の会議を開催し 、 歴史風土、 自然環境、 社会環境のさ ま ざま な角度

から 専門的な検討と 考察を重ねていただき 、 こ こ に報告書と し て刊行する 運びになり ま し た。

現時点において、 名越切通以外の鎌倉七口（ 極楽寺坂切通は未指定） については、 保存管理計画

が策定さ れておら ず、 本保存管理計画の策定が最初の試みと なり ま す。 今後、 他の切通についても

具体的な保存管理・ 整備に着手さ れる こ と と 思われま すが、 本保存管理計画が、 中世都市鎌倉を囲

む複合遺跡の保存管理のあり かたを示す一つの事例と なれば幸いであり ま す。

最後に、 ご多忙にも かかわら ず、 検討し 得る あら ゆる 材料を考慮し ご審議ご検討いただいた、 委

員長をはじ め各委員、 助言者、 関係各位のご尽力に、 あら ためて謝意を表すも のであり ま す。

平成 年 月

子 市 教 育 委 員 会

教 育 長 酒 井 延 雄



例 言

１ ． 本報告書は、 子市教育委員会が国庫及び県費補助を 受けて、 平成 ～ 年度に設置し た

「 国指定史跡名越切通保存管理計画策定委員会」 よ り 提出さ れた策定報告書を、 子市教育委

員会が発行し たも のである 。

２ ． 本報告書の編集は、「 国指定史跡名越切通保存管理計画策定委員会」 石井進委員長と 、 教育部

生涯学習課文化財保護係事務吏 永田、 橋本が担当し た。

３ ． 史跡指定地及びその周辺の遺構分布図作成のための現地調査は、 教育部生涯学習課文化財保護

係事務吏員 佐藤が担当し た。

４ ．「 国指定史跡名越切通保存管理計画策定委員会」 の事務局は教育部生涯学習課が担当し 、 関連

業務は応用地質株式会社に委託し た。

５ ． 国指定史跡名越切通保存管理計画策定にあたり 、 ／ 地形図、 公図対応図の作成及び指定

地の航空写真撮影を、 朝日航洋株式会社に委託し た。

６ ． 本保存管理計画策定にあたり 参考と し た文献資料は、 取り ま と めて巻末に記し た。

７ ． 本保存管理計画策定にあたり 、 石井進委員長（ 鶴見大学教授）、 伊藤正義氏（ 文化庁文化財部

記念物課） をはじ め、 次の関係機関の皆様に多大なる ご協力と ご指導を賜った。 記し て厚く 御

礼申し 上げる 次第である 。

文化庁文化財部記念物課、 神奈川県教育庁教育部生涯学習文化財課、

神奈川県横須賀土木事務所河川砂防部急傾斜第一課、 鎌倉市教育委員会生涯学習部文化財課、

知覧町教育委員会文化財課、 竹田市教育委員会文化財課、 人吉市教育委員会文化課、

沼津市教育委員会文化振興課、 箱根町教育委員会生涯学習課

８ ． 本報告書の文中に出てく る 用語のう ち、 次に掲載する も のはそれぞれ以下のよ う な意味で使用

し た。

・ 「 名越切通」 … 国指定史跡及びその周辺一帯の遺構分布範囲（ 鎌倉市域も 含む）。

・ 「 指定地」「 史跡名越切通」 … 国指定史跡範囲全体。

・ 「 切通部分」 … 岩盤を掘り 割って造ら れた道。

・ 「 切通路」 … 「 切通部分」 と 山腹路から なる 通行路。 亀ヶ 岡団地方面から 鎌倉市大町

方面へ抜ける ルート を指す。

・ 「 崩落部分」 … 「 切通路」 のう ち、 崖面の崩落が進んでいる 部分のこ と 。

・ 「 葬送関連遺跡」 … やぐ ら と それに付随する 遺構を総称し たも の。

・ 「 切通」 … 保存管理区分によ る ゾーニングのＡ 区をさ す。

・ 「 ま んだら 堂やぐ ら 群」 … 同上、 区をさ す。

・ 「 大切岸」 … 同上、 区をさ す。

・ 目次及び見出し を 除いた本文中においては、 報告書名・ 書名は『 』、 組織名・ 事業名・

調査名・ 法律・ 登録名称・ 指定名称など は「 」、 引用文は“ ” で示し た。 固有名称な

ど で特に強調し たい箇所を「 」 で示し た。
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